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（４）誰がいつ判定を請求できるか 

＜誰が＞ 

 判定を請求する者は、判定を求める事項との法律上の利害関係を有する者である

必要はありません1。 

 しかし、制度の趣旨からみて、判定を請求する必要性（「自社の権利を他社が侵

害している可能性がある」といった背景事情等）を判定請求書の理由の欄に簡単に

記載するようにしてください2。 

 

＜いつ＞ 

 判定の請求は、特許法、実用新案法、意匠法及び商標法の四法ともに、その権利

の設定登録後から可能となります。 

 また、権利消滅後に、権利存続中の侵害の事実を争うようなこともありますので、

権利消滅後であっても判定請求をすることが可能です（審判便覧 58-01 の 4.）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 ただし、標準必須性に係る判断のための判定を求める場合には、ライセンス交渉等において、

特許発明の標準必須性に関して見解の相違があることが判明している当事者同士が請求人及

び被請求人となる必要があります（→１．（８）を参照。）。 
2 審判便覧 58-01 の 2.(1)では、「判定の結果は当事者に法的拘束力を及ぼすものではないか

ら、判定請求においては、法律上の利害関係は必要でない。他方、判定請求においては、特許

庁が、請求に応じて、特許発明の技術的範囲について公的な見解を表明することにより、法の

目的に適合した発明の保護及び利用を図り、併せて紛争の未然の防止又は早期の解決に資する

という判定制度の趣旨に応じた判定を請求する利益は必要である。したがって、判定請求書の

請求の理由の欄においては、判定を請求する必要性を記載することにより、制度の趣旨に応じ

た判定を請求する利益があることが明らかにされることが望ましい」とされています。 











11 

 

 「明らかに秘密を保持する必要がないと認められるもの」としては、以下の例が

挙げられます。秘密を保持する必要性は事案ごとに判断されることであり、以下の

例で挙げられていないものが全て閲覧制限の対象となるわけではないことにご留意

ください。 

 製品カタログ等の広く頒布されている資料に記載されている内容、インター

ネットにおいて公開されている内容のように、営業秘密として管理されてい

ないことが明らかであるもの。 

 上記のような営業秘密として管理されていないことが明らかであるものに基

づいて合議体が認定したイ号の構成自体。 

 標準必須性に係る判断のための判定（→１．（８）を参照。）においては、当事

者が提出したクレームチャートに営業秘密が含まれる場合は、閲覧制限の対象とな

り得ますが、仮想イ号の構成自体は、判定における判断の前提となるものであり、

かつ、一般的には公知の標準規格文書から特定されるものですので、通常、閲覧制

限の対象とはなりません。 

 なお、公知の情報を組み合わせたものであっても、どの情報をどう組み合わせる

かといったこと自体に価値がある場合は、営業秘密に該当する場合もあります5。 

 

カ．閲覧等の制限の方法 

 営業秘密の申出のあった書類について、第三者から閲覧等の請求があった場合、

申出人により提出された営業秘密が記載された箇所を墨塗した書類によって閲覧等

されます。 

  

 
部にその旨の記載又は添付書類がある場合は当該箇所又は当該添付書類）の閲覧等を請求する

ことができない。」とされています。 
5 「営業秘密管理指針」（経済産業省、最終改訂平成３１年１月２３日）では、「「営業秘密」

とは、様々な知見を組み合わせて一つの情報を構成していることが通常であるが、ある情報の

断片が様々な刊行物に掲載されており、その断片を集めてきた場合、当該営業秘密たる情報に

近い情報が再構成され得るからといって、そのことをもって直ちに非公知性が否定されるわけ

ではない。なぜなら、その断片に反する情報等も複数あり得る中、どの情報をどう組み合わせ

るかといったこと自体に価値がある場合は、営業秘密たり得るからである。複数の情報の総体

としての情報については、組み合わせの容易性、取得に要する時間や資金等のコスト等を考慮

し、保有者の管理下以外で一般的に入手できるかどうかによって判断することになる。」（１

８ページ）とされている。 
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（８）標準必須特許であるか否かの判断を求めたい 

 当事者間に特許発明の標準必須性に関して争いがある場合に、標準必須性に係る

判断のため、標準規格文書から特定される仮想対象物品等（仮想イ号）が特許発明

の技術的範囲に属するかどうかについて、特許庁に判断を求めることができます。 

 手続の詳細は、特許庁ＨＰに掲載されている「標準必須性に係る判断のための判

定の利用の手引き（改訂版）」をご参照ください。 

 

  






